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日本ＩＢＭ 組合推薦候補
11
月
１
日
、
日
本
Ｉ
Ｂ
Ｍ

で
従
業
員
代
表
選
挙
が
公
示

さ
れ
ま
し
た
。
従
業
員
代
表

は
「
時
間
外
お
よ
び
休
日
労

働
に
関
す
る
協
定
書
」
い
わ

ゆ
る
36
協
定
、
「
裁
量
勤
務

制
度
に
関
す
る
協
定
書
」
な

ど
の
諸
協
定
の
締
結
、
な
ら

び
に
改
訂
さ
れ
る
就
業
規
則

の
締
結
を
担
い
ま
す
。
任
期

は
今
年
12
月
１
日
か
ら
来
年

11
月
30
日
ま
で
の
１
年
間

で
す
。

労
働
基
準
法
は
、
こ
う
し

た
労
使
協
定
等
の
労
働
者
側

の
締
結
当
事
者
を
、
労
働
者

の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働

組
合
、
そ
れ
が
な
い
場
合
は

労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す

る
者
と
定
め
て
い
ま
す
。
こ

の
法
的
要
件
の
た
め
、
日
本

Ｉ
Ｂ
Ｍ
グ
ル
ー
プ
に
は
私
た

ち
Ｊ
Ｍ
Ｉ
Ｔ
Ｕ
日
本
ア
イ
ビ
ー

エ
ム
支
部
（
以
下
、
組
合
）

と
い
う
立
派
な
労
働
組
合
が

あ
り
な
が
ら
、
従
業
員
代
表

を
選
出
し
て
い
る
の
で
す
。

現
状
で
は
従
業
員
代
表
選

挙
に
組
合
か
ら
立
候
補
せ
ざ

る
を
得
ま
せ
ん
。

会
社
の
Ｙ
Ｅ
Ｓ
マ
ン
が
従
業
員

代
表
に
な
る
こ
と
の
恐
ろ
し
さ

会
社
の
Ｙ
Ｅ
Ｓ
マ
ン
の
従

業
員
代
表
は
、
労
働
条
件
の

不
利
益
変
更
が
含
ま
れ
て
い

て
も
会
社
か
ら
の
制
度
変
更

提
案
に
同
意
し
て
し
ま
い
ま

す
。
会
社
は
こ
れ
ま
で
、
会

社
の
Ｙ
Ｅ
Ｓ
マ
ン
の
従
業
員

代
表
の
同
意
を
得
て
、
組
合

と
の
事
前
協
議
も
十
分
に
行

わ
ず
に
諸
制
度
の
改
悪
を
強

行
し
て
き
ま
し
た
。

実
際
に
行
わ
れ
た
制
度
改

悪
の
象
徴
が
、
賃
下
げ
を
可

能
に
す
る
格
付
規
程
の
改
悪

で
す
。
そ
の
結
果
が
、
会
社

が
パ
ワ
ハ
ラ
４
点
セ
ッ
ト
を

使
っ
て
行
っ
て
き
た
人
員
削

減
と
人
件
費
削
減
な
の
で
す
。

皆
さ
ん
、
立
候
補
趣
意
書

の
推
薦
人
欄
を
確
認
し
ま
し
ょ

う
。
こ
こ
に
ラ
イ
ン
マ
ネ
ジ
ャ
ー

の
名
前
が
記
載
さ
れ
て
い
れ

ば
、
そ
の
候
補
者
は
会
社
側

の
人
か
ら
推
薦
さ
れ
て
い
る

の
で
す
か
ら
、
会
社
の
Ｙ
Ｅ

Ｓ
マ
ン
の
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。
も
し
会
社
の
Ｙ
Ｅ
Ｓ
マ

ン
が
従
業
員
代
表
に
な
れ
ば
、

会
社
提
案
に
な
ん
で
も
同
意

し
か
ね
な
い
恐
ろ
し
さ
が
あ

り
ま
す
か
ら
、
投
票
に
あ
た
っ

て
は
十
分
に
注
意
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

組
合
推
薦
候
補
に
投
票
を

組
合
推
薦
候
補
は
、
右
趣

意
書
の
と
お
り
、
労
使
協
定

の
締
結
や
就
業
規
則
等
の
改

訂
に
際
し
て
、
労
働
条
件
を

向
上
さ
せ
る
よ
う
会
社
に
意

見
し
、
協
議
す
る
こ
と
を
お

約
束
し
ま
す
。

従
業
員
の
皆
さ
ん
に
と
っ

て
重
要
な
の
は
組
合
推
薦
候

補
の
当
選
で
す
。
ぜ
ひ
、
組

合
推
薦
候
補
者
へ
の
投
票
を

お
願
い
し
ま
す
。

★本誌掲載記事の無断掲載・複写を禁じます。 連絡先メール： kumiai@jmitu-ibm.org
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日
本
国
憲
法
公
布
か
ら
76

年
に
あ
た
る
11
月
３
日
、

「
武
力
で
平
和
は
つ
く
れ
な

い
・
つ
な
ご
う
憲
法
を
い
か

す
未
来
へ
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン

に
掲
げ
、
11
・
３
憲
法
大
行

動
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
（
主

催
＝
戦
争
さ
せ
な
い
・
９
条

壊
す
な
！
総
が
か
り
行
動
実

行
委
員
会
、
９
条
改
憲
Ｎ
Ｏ
！

全
国
市
民
ア
ク
シ
ョ
ン
）

各
地
か
ら
集
ま
っ
た
４
２

０
０
人
が
「
憲
法
を
守
ろ
う
・

憲
法
を
い
か
そ
う
」
と
書
か

れ
た
自
前
の
プ
ラ
カ
ー
ド
や

横
断
幕
、
の
ぼ
り
旗
を
掲
げ

国
会
議
事
堂
を
取
り
囲
み
ま

し
た
。

戦
争
は
最
大
の
人
権
侵
害

主
催
者
あ
い
さ
つ
で
は
、

総
が
か
り
行
動
実
行
委
員
会

共
同
代
表
の
藤
本
泰
成
さ
ん

が
「
政
府
は
防
衛
費
を
５
兆

円
も
増
額
し
、
敵
基
地
攻
撃

能
力
保
有
な
ど
を
も
く
ろ
ん

で
い
る
が
、
武
力
で
平
和
は

守
れ
な
い
。
戦
争
は
最
大
の

人
権
侵
害
で
あ
る
。
も
う
二

度
と
国
の
た
め
に
命
を
失
う

若
者
を
つ
く
っ
て
は
な
ら
な

い
」
と
訴
え
ま
し
た
。

国
会
議
員
か
ら
も
訴
え

政
党
か
ら
は
、
立
憲
民
主

党
の
水
岡
俊
一
参
院
議
員
会

長
、
日
本
共
産
党
の
田
村
智

子
副
委
員
長
、
社
民
党
の
福

島
瑞
穂
党
首
、
れ
い
わ
新
選

組
の
櫛
渕
万
里
副
幹
事
長
が

あ
い
さ
つ
し
、
ま
た
「
沖
縄

の
風
」
の
伊
波
洋
一
参
院
議

員
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
紹

介
さ
れ
ま
し
た
。
憲
法
へ
の

思
い
、
大
切
さ
を
そ
れ
ぞ
れ

の
立
場
で
訴
え
ま
し
た
。

安
保
文
書
改
定
に
反
対
を

東
海
大
学
教
授

の
永
山

茂
樹
さ
ん
が
、
年
内
に
作
り

替
え
る
と
い
わ
れ
て
い
る
安

保
文
書
に
つ
い
て
指
摘
し
ま

し
た
。
「
過
去
に
例
の
な
い

大
軍
拡
予
算
を
正
当
化
し
、

世
界
３
番
目
の
軍
事
費
に
な

る
こ
と
が
、
一
切
の
戦
力
を

持
た
な
い
と
規
定
し
た
９
条

２
項
の
下
で
許
さ
れ
る
は
ず

が
な
い
」
さ
ら
に
「
敵
基
地

攻
撃
能
力
の
保
有
を
正
当
化

す
る
言
葉
が
入
っ
て
く
る
だ

ろ
う
が
、
侵
略
戦
争
を
禁
じ

た
９
条
１
項
の
下
、
敵
基
地

攻
撃
は
絶
対
に
正
当
化
で
き

な
い
」
と
述
べ
「
安
保
文
書

の
改
定
に
反
対
す
る
こ
と
が
、

実
質
的
な
改
憲
を
止
め
る
こ

と
が
で
き
る
具
体
的
な
姿
だ
」

と
呼
び
か
け
ま
し
た
。

憲
法
に
守
ら
れ
て
い
る
生
活

落
語
家
の
古
今
亭
菊
千
代

さ
ん
が
「
９
条
以
外
に
も
素

敵
な
条
文
が
た
く
さ
ん
あ
る
。

憲
法
に
は
国
民
の
権
利
が
た

く
さ
ん
書
い
て
あ
る
。
12
条

に
は
、
憲
法
が
国
民
に
保
障

す
る
自
由
及
び
権
利
は
、
国

民
の
不
断
の
努
力
に
よ
つ
て
、

こ
れ
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
と
書
い
て
あ
る
。

私
た
ち
が
普
通
に
暮
ら
し
て

こ
ら
れ
た
の
は
憲
法
に
守
ら

れ
て
き
た
か
ら
だ
」
と
強
調

し
ま
し
た
。

第
２
次
岸
田

改
造
内
閣
は
、

今
年
８
月
の
発

足
か
ら
わ
ず
か

３
ヶ
月
で
、
２

人
の
閣
僚
、
経

済
再
生
担
当
大
臣
と
法
務
大

臣
が
相
次
い
で
辞
任
す
る
異

常
事
態
に
陥
っ
た
。
辞
任
理

由
は
そ
れ
ぞ
れ
、
繰
り
返
さ

れ
た
不
正
確
な
国
会
答
弁
、

「
死
刑
ハ
ン
コ
」
発
言
な
ど

の
一
連
の
舌
禍
事
件
だ
。
首

相
は
、
両
ケ
ー
ス
で
当
初
は

説
明
責
任
を
果
た
す
よ
う
に

指
示
し
大
臣
職
を
続
け
さ
せ

た
が
、
も
っ
と
早
く
更
迭
し

結
果
責
任
を
取
ら
せ
る
べ
き

だ
っ
た
▼
英
語
の
ア
カ
ウ
ン

タ
ビ
リ
テ
ィ
ー
は
よ
く
説
明

責
任
と
訳
さ
れ
る
が
、
本
来

の
意
味
は
「
す
で
に
行
わ
れ

た
決
定
や
行
為
の
結
果
に
対

す
る
責
任
（
結
果
責
任
）
、

ま
た
そ
れ
を
説
明
す
る
責
任
」

で
あ
る
。
組
合
は
、
２
０
２

０
年
以
降
に
会
社
の
就
業
規

則
違
反
で
減
ら
さ
れ
た
１
回

分
の
賃
上
げ
を
実
施
す
る
よ

う
要
求
し
て
い
る
が
、
会
社

は
実
施
し
な
い
。
会
社
は
誠

実
に
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
ー

を
果
た
す
べ
き
だ
。
（
Ｓ
）

裁判・労働委員会スケジュール

以下に今後のスケジュールをお知らせします。

ＡＩ不当労働行為事件 11/29(火)14:50 都庁第一庁舎南１階集合

定年後再雇用不当労行為事件 11/29(火)14:50 都庁第一庁舎南１階集合

定年後再雇用賃金差別裁判 12/22(木)16:00 東京地裁510号法廷

11
・
３
憲
法
大
行
動
に
４
２
０
０
人

武
力
で
平
和
は
つ
く
れ
な
い
・
つ
な
ご
う
憲
法
を
い
か
す
未
来
へ

ＩＢＭ従業員代表選挙
組合推薦候補に投票を

趣 意 書

従業員代表は「会社の意向をうけた者」であってはなりません
（厚生労働省労働基準局長 2018年基発0907第１号）
会社はこれまで、会社の意向をうけた従業員代表を

選出して就業規則や福利厚生制度の改悪に同意させ、

労働条件を引き下げてきました。組合推薦候補であれ

ば、従来の従業員代表のように労働条件の改悪を進め

ることはいたしません。

●意見聴取に際し、労働条件の向上を意見します
労使協定の締結や就業規則等の改定に際し、従業員

の利益になるかどうかを十分に吟味し、必ず従業員の

利益になり労働条件を向上させるよう会社に意見する

ことをお約束します。また、重要と思われる案件があっ

た場合は必ず従業員の皆さんとのコミュニケーション

を取った上で会社に意見します。
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２０２２年１１月２１日 か い な 第２４１５号(2)

か
い
な
前
号
（
２
４
１
４

号
）
２
面
で
は
組
合
が
10
月

26
日
に
日
本
Ｉ
Ｂ
Ｍ
に
提
出

し
た
秋
闘
２
次
要
求
か
ら
主

要
な
詳
細
要
求
（
１
次
要
求

か
ら
継
続
す
る
重
点
要
求
以

外
の
、
職
場
の
さ
ま
ざ
ま
な

労
働
条
件
の
改
善
を
求
め
る

詳
細
要
求
）
の
い
く
つ
か
を

ご
紹
介
し
ま
し
た
。

こ
れ
に
続
き
今
回
は
、
組

合
が
同
日
に
キ
ン
ド
リ
ル
ジ
ャ

パ
ン
に
提
出
し
た
秋
闘
２
次

要
求
か
ら
主
要
な
詳
細
要
求

の
い
く
つ
か
を
以
下
に
ご
紹

介
し
ま
す
。

事
前
協
議
・
同
意
協
定
の

締
結
要
求

組
合
は
、
会
社
は
以
下
の

（
１
）
～
（
５
）
の
事
項
に

つ
い
て
は
組
合
と
事
前
に
協

議
し
、
同
意
を
得
た
う
え
で

実
施
す
る
と
い
う
「
事
前
協

議
・
同
意
協
定
」
を
締
結
す

る
こ
と
を
要
求
し
て
い
ま
す
。

【
事
前
協
議
・
同
意
協
定
】

キ
ン
ド
リ
ル
ジ
ャ
パ
ン
株
式

会
社
（
以
下
、
会
社
と
い
う
）

と
Ｊ
Ｍ
Ｉ
Ｔ
Ｕ
、
同
東
京
地

方
本
部
、
同
日
本
ア
イ
ビ
ー

エ
ム
支
部
（
以
下
、
組
合
と

い
う
）
は
、
労
使
の
信
頼
の

確
立
と
職
場
の
活
力
が
企
業

経
営
の
安
定
・
発
展
の
土
台

で
あ
る
と
い
う
労
使
の
共
通

認
識
の
も
と
に
、
以
下
の
と

お
り
合
意
し
た
の
で
、
協
定

す
る
。

（
１
）
会
社
は
、
解
雇
・
転

籍
、
雇
い
止
め
、
希
望
退
職

の
募
集
、
出
向
・
配
転
、
職

種
の
変
更
な
ど
に
つ
い
て
は
、

労
働
組
合
と
事
前
に
十
分
協

議
し
、
労
働
組
合
と
本
人
の

同
意
の
う
え
に
実
施
す
る
。

（
２
）
会
社
は
、
賃
金
、
労

働
時
間
・
勤
務
形
態
な
ど
労

働
諸
条
件
の
変
更
、
そ
の
他

労
働
者
の
権
利
に
係
る
一
切

の
事
項
に
つ
い
て
は
、
組
合

と
事
前
に
十
分
協
議
し
、
同

意
を
得
た
う
え
で
実
行
す
る
。

（
３
）
会
社
は
、
事
業
所
の

移
転
・
統
廃
合
、
分
社
化
・

合
併
・
会
社
分
割
な
ど
企
業

組
織
の
変
更
、
子
会
社
の
設

立
・
解
散
、
海
外
進
出
、
新

業
種
へ
の
進
出
・
転
換
、
海

外
を
含
む
生
産
の
移
転
、
企

業
間
提
携
の
締
結
、
増
減
資
、

他
社
の
買
収
、
営
業
譲
渡
、

会
社
解
散
、
企
業
倒
産
に
係

る
私
的
・
法
的
手
続
の
申
立
・

実
行
、
そ
の
他
、
重
大
な
経

営
施
策
の
変
更
・
実
行
に
つ

い
て
は
、
組
合
と
事
前
に
十

分
協
議
し
、
同
意
を
得
た
う

え
で
実
行
す
る
。

（
４
）
会
社
は
、
臨
時
・
パ
ー

ト
・
契
約
社
員
な
ど
有
期
雇

用
者
、
派
遣
労
働
者
・
出
向

者
、
請
負
・
業
務
委
託
・
下

請
・
外
注
の
導
入
・
改
廃
に

つ
い
て
は
、
組
合
と
事
前
に

協
議
し
、
同
意
を
得
た
う
え

で
実
施
す
る
。

（
５
）
会
社
は
、
管
理
職
を

含
む
従
業
員
教
育
の
実
施
、

職
制
制
度
の
改
廃
、
昇
格
に

つ
い
て
は
、
事
前
に
組
合
と

十
分
協
議
し
、
同
意
を
得
た

う
え
で
実
施
す
る
。
組
合
が

必
要
と
認
め
た
場
合
に
は
、

従
業
員
教
育
へ
の
組
合
の
傍

聴
を
認
め
る
。

食
堂
・
カ
フ
ェ
テ
リ
ア
・
ベ

ン
デ
ィ
ン
グ
マ
シ
ン
に
関
す

る
要
求

①
横
浜
北
事
業
所
に
、
社
員

食
堂
・
カ
フ
ェ
テ
リ
ア
を
設

け
る
こ
と
。

②
リ
ロ
ク
ラ
ブ
の
割
引
対
象

と
し
て
社
員
食
堂
・
カ
フ
ェ

テ
リ
ア
も
含
め
る
こ
と
。

③
社
員
食
堂
が
利
用
で
き
な

い
社
員
に
は
食
費
補
助
金
を

出
す
こ
と
。

④
１
つ
の
事
業
所
が
日
本
Ｉ

Ｂ
Ｍ
と
キ
ン
ド
リ
ル
ジ
ャ
パ

ン
の
ス
ペ
ー
ス
に
分
割
さ
れ

た
こ
と
に
よ
り
、
キ
ン
ド
リ

ル
ジ
ャ
パ
ン
の
従
業
員
が
ベ

ン
デ
ィ
ン
グ
マ
シ
ン
、
給
茶

機
な
ど
を
利
用
で
き
な
く
な

る
状
況
が
生
じ
て
い
ま
す
。

こ
の
状
況
を
改
善
し
、
キ
ン

ド
リ
ル
ジ
ャ
パ
ン
の
従
業
員

が
ベ
ン
デ
ィ
ン
グ
マ
シ
ン
、

給
茶
機
な
ど
を
利
用
で
き
る

よ
う
に
す
る
こ
と
。

手
当
に
関
す
る
要
求

①
消
費
税
増
税
を
受
け
、
各

種
出
張
手
当
を
一
律
５
０
０

円
増
額
す
る
こ
と
。

②
２
時
間
以
上
の
時
間
外
労

働
を
し
た
際
に
支
給
さ
れ
る

食
事
手
当
を
５
０
０
円
に
す

る
こ
と
。

福
利
厚
生
に
関
す
る
要
求

①
永
年
勤
続
表
彰
制
度
を
下

記
の
通
り
に
見
直
す
こ
と
。

・
勤
続
25
年

特
別
休
暇

20
日

特
別
一
時
金

50
万
円

・
上
記
以
外

勤
続
５
年
ご
と
に

特
別
休
暇

５
日

特
別
一
時
金

10
万
円

②
借
り
上
げ
社
宅
制
度
を
創

設
す
る
こ
と
。

③
住
宅
費
補
助
を
創
設
す
る

こ
と
。

健
康
及
び
安
全
衛
生
に
関
す
る

要
求

①
有
料
の
健
康
診
断
オ
プ
シ
ョ

ン
項
目
を
家
族
検
診
も
含
め

無
料
に
す
る
こ
と
。
ま
た
、

無
料
オ
プ
シ
ョ
ン
検
診
に
つ

い
て
は
最
初
か
ら
検
診
メ
ニ
ュ
ー

に
組
み
込
ん
だ
形
で
提
供
す

る
こ
と
。
さ
ら
に
、
血
液
検

査
を
従
業
員
の
年
齢
に
か
か

わ
ら
ず
毎
年
無
料
で
実
施
す

る
こ
と
。

②
定
期
健
康
診
断
の
検
査
項

目
に
、
（
１
）
甲
状
腺
エ
コ
ー

検
査
を
無
料
オ
プ
シ
ョ
ン
と

し
て
追
加
す
る
こ
と
、
（
２
）

血
液
検
査
に
甲
状
腺
ホ
ル
モ

ン
関
連
の
項
目
を
無
料
オ
プ

シ
ョ
ン
と
し
て
追
加
す
る
こ

と
。

③
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
無
料

予
防
接
種
を
実
施
す
る
こ
と
。

キ
ン
ド
リ
ル
秋
闘
２
次
要
求
の
紹
介

重
点
要
求
以
外
の
要
求
よ
り

22秋闘22
秋
闘
で
は
Ｊ
Ｍ
Ｉ
Ｔ
Ｕ

の
多
く
の
支
部
で
前
進
回
答

を
引
き
出
し
ま
し
た
。
そ
の

一
部
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

10
月
22
日
時
点
の
中
央

本
部
集
約
で
は
、
22
秋
闘
の

要
求
提
出
支
部
分
会
は
１
０

０
と
な
り
、
37
支
部
分
会
で

前
進
回
答
を
引
き
出
し
ま
し

た
。千

葉
・
五
井
モ
ー
タ
ー
支

部
で
は
、
団
体
交
渉
の
社
内

開
催
を
認
め
た
ほ
か
、
社
内

施
設
を
組
合
活
動
で
利
用
す

る
こ
と
も
「
検
討
す
る
」
と

い
う
前
進
回
答
が
あ
り
ま
し

た
。東

京
東
部
・
日
本
ロ
ー
ル

製
造
支
部
で
は
、
イ
ン
タ
ー

バ
ル
制
度
の
要
求
に
対
し
、

「
会
社
案
を
準
備
す
る
」
と

い
う
前
進
回
答
を
引
出
し
た

ほ
か
、
経
営
者
ア
ン
ケ
ー
ト

へ
の
協
力
を
は
じ
め
て
得
ら

れ
ま
し
た
。

東
京
西
部
・
超
音
波
工
業

支
部
で
は
、
「
育
児
支
援
の

時
差
出
勤
を
小
学
校
就
学
前

ま
で
適
用
」
、
「
社
内
設
備
、

社
屋
修
繕
計
画
の
提
示
」
な

ど
の
前
進
回
答
、
カ
イ
ジ
ョ
ー

支
部
で
は
、
「
ト
イ
レ
の
老

朽
化
対
策
」
、
ア
ジ
ア
エ
レ

ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
支
部
で
は

「
積
立
有
給
制
度
」
で
の
前

向
き
回
答
が
あ
り
ま
し
た
。

東
京
北
部
・
東
洋
精
機
支

部
で
は
、
「
国
内
宿
泊
日
当

３
０
０
円
増
額
」
、
「
私
傷

病
・
育
児
・
介
護
で
は
積
立

休
暇
制
度
を
30
日
ま
で
再
積

立
可
」
、
「
特
許
報
奨
金
の

増
額
」
、
「
企
業
内
最
賃
の

引
き
上
げ
（
東
京
最
賃
に
合

わ
せ
て
）
」
の
前
進
回
答
、

鈴
木
シ
ャ
ッ
タ
ー
支
部
で
は

増
員
の
前
進
回
答
が
あ
り
ま

し
た
。

Ｎ
Ｃ
Ｒ
支
部
で
は
、
春
闘

で
引
き
出
し
た
１
日
15
分
の

時
短
の
実
施
時
期
を
確
定
さ

せ
た
ほ
か
、
組
合
へ
の
キ
ャ

ビ
ネ
ッ
ト
の
貸
与
の
回
答
を

引
き
出
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

統
一
要
求
書
へ
の
回
答
で
も

大
き
く
変
化
さ
せ
て
い
ま
す
。

長
野
カ
ネ
テ
ッ
ク
支
部
と

マ
グ
ネ
エ
ー
ス
支
部
で
は
、

「
労
災
補
償
の
上
積
み
」
、

「
勤
続
３
か
月
か
ら
年
休
付

与
（
マ
グ
ネ
エ
ー
ス
）
」
を

引
き
出
し
、
長
野
ダ
イ
ハ
ツ

モ
ー
タ
ー
ス
支
部
で
は
、

「
休
日
１
日
増
と
人
員
増

（
11
人
）
」
、
組
合
役
員
の

人
事
異
動
に
つ
い
て
の
事
前

協
議
に
会
計
を
加
え
る
こ
と

を
認
め
さ
せ
ま
し
た
。
前
田

製
作
所
支
部
で
は
、
育
児
休

業
期
間
を
退
職
金
の
算
定
期

間
に
入
れ
さ
せ
ま
し
た
。

愛
知
・
河
本
製
作
所
支
部

で
は
、
第
二
工
場
の
暑
熱
対

策
（
冷
房
設
備
）
に
前
進
回

答
が
あ
り
ま
し
た
。

京
滋
・
カ
シ
フ
ジ
支
部
で

は
、
「
人
員
増
」
、
神
港
精

機
支
部
で
は
、
「
住
宅
手
当

増
」
を
引
き
出
し
ま
し
た
。

大
阪
日
立
建
機
テ
ィ
エ
ラ

支
部
で
は
、
「
介
護
休
業
を

要
支
援
で
も
取
得
可
と
す
る
」
、

「
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
補
助

金
１
万
２
千
円
支
給
」
、

「
正
社
員
３
名
増
」
、
「
マ

ジ
ッ
ク
テ
ー
プ
式
安
全
靴
の

追
加
」
、
「
エ
ア
コ
ン
の
更

新
」
な
ど
の
前
進
回
答
を
引

き
出
し
ま
し
た
。

こ
の
他
に
も
多
く
の
と
こ

ろ
で
「
事
前
協
議
・
同
意
協

定
の
遵
守
」
を
再
確
認
さ
せ

て
い
ま
す
。
経
営
者
ア
ン
ケ
ー

ト
は
、
10
月
７
日
現
在
、
東

京
（
大
東
工
業
、
日
本
ロ
ー

ル
、
超
音
波
工
業
）
、
長
野

（
カ
ネ
テ
ッ
ク
、
前
田
製
作

所
、
長
野
ダ
イ
ハ
ツ
モ
ー
タ
ー

ス
）
、
京
滋
（
カ
シ
フ
ジ
）
、

大
阪
（
野
村
製
作
所
）
の
８

社
の
経
営
者
か
ら
協
力
が
得

ら
れ
て
い
ま
す
。
中
小
企
業

支
援
署
名
は
、
東
京
（
大
東

工
業
、
ユ
ニ
オ
ン
光
学
）
、

京
滋
（
カ
シ
フ
ジ
）
、
大
阪

（
野
村
製
作
所
）
の
４
社
の

賛
同
が
あ
り
ま
し
た
。
ア
ン

ケ
ー
ト
へ
の
協
力
や
署
名
へ

の
賛
同
を
具
体
的
に
経
営
者

に
求
め
る
こ
と
は
「
合
意
協

力
型
労
使
関
係
」
の
前
進
に

つ
な
が
り
ま
す
。
引
き
続
き

取
り
組
み
を
強
め
て
い
き
ま

す
。
ま
た
日
常
活
動
の
活
性

化
と
団
結
強
化
に
つ
な
げ
て

い
く
た
め
に
参
加
を
呼
び
か

け
た
10
月
27
日
の
中
央
行

動
で
は
、
物
価
高
騰
、
部
材

の
調
達
難
か
ら
雇
用
と
く
ら

し
を
ま
も
り
企
業
の
将
来
展

望
を
つ
く
る
合
意
協
力
型
労

使
関
係
を
前
進
さ
せ
る
た
め

に
、
署
名
と
ア
ン
ケ
ー
ト
を

政
府
に
提
出
し
ま
し
た
。

22
秋
闘

１
０
０
支
部
分
会
で
要
求
提
出

37
支
部
分
会
で
前
進
回
答
を
引
き
出
す
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